
ＮＯ 該当しません。

　 ＹＥＳ ＮＯ

ＹＥＳ

ＮＯ

ＹＥＳ 入手後

ＮＯ 該当しません。

ＹＥＳ

豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60　3F　TEL 03-5958-8609

※３　離職理由コードの説明（詳しくはハローワークにお問い合わせください。）

１１：解雇（１２、５０以外）

１２：天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇

２１：特定雇止め（雇用期間3年以上雇止め通知あり）

２２：特定雇止め（雇用期間3年未満等更新明示あり）

２３：特定理由の期間満了（雇用期間3年未満更新明示なし）

３１：事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職

３２：事務所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

３３：正当な理由のある自己都合退職（３１、３２、３４以外）

３４：正当な理由のある自己都合退職（被保険者期間１２ヶ月未満）

※４　離職日と国民健康保険の加入日によっては該当しない場合がありますので、お問い合わせください。

※２　マイナンバーによる情報連携（情報照会）は、情報提供者が登録した後、一定の期間を要するとされてお
　　　 り、情報連携による確認では事務処理に遅延が生じる可能性があります。そのため、区では雇用保険受
       給資格者証または雇用保険受給資格通知の持参をお願いしております。

非自発的失業者の保険料軽減　該当・非該当チェックシート

※１　ハローワーク池袋 雇用保険給付課

保険料軽減に該当すると思われますので、表面の必要書類をご持参のうえ、国保年金課（区役
所南館2階22番窓口）またはお近くの区民事務所へお届けください。（給与所得のない方は
軽減の対象にはなりません。）　（※４）

１．年齢は離職日時点で
　　　　　　　　　　　64歳以下ですか？

２．雇用保険受給資格はありますか？

３．雇用保険受給資格者証または雇用保
険受給資格通知（離職日と離職理由が明
記されているもの）はお手元にあります
か？

４．雇用保険受給資格者証または雇用保
険受給資格通知の離職理由コードは下記
に該当しますか？（※３）
11・12・21・22・23・31・32・33・34

（解説）この軽減制度は65歳未満の雇用保険受
給資格があることを前提としています。

（解説）そのほかの離職コードは、この軽減制度
に該当しません。

ハローワーク池袋（※１）で、入手して下さい。

（解説）申請には、雇用保険受給資格者証また
は雇用保険受給資格通知が必要です。（※２）

保険料軽減対象外


